
◆接種当日の持ち物◆

令和４年３⽉８⽇現在

申請がない方には、接種券が発行されません。
接種を希望される方は必ず接種券の発行申請をお願いします。

海⽼名市に転⼊された⽅へ
新型コロナウイルス

ワクチン接種の御案内

https://vsys.mhlw.go.jp/application/3rd-inoculation.html

◆ＷＥＢ（インターネット）◆ 厚生労働省コロナワクチンナビ

◆電話◆ 海老名市新型コロナウイルスワクチン接種専用ダイヤル

0570-097-050 午前９時から午後５時まで（土、日・祝を含む。）
◆郵送◆
〒243-0492
海老名市勝瀬175番地の1
海老名市役所保健福祉部健康推進課 新型コロナウイルスワクチン接種対策本部宛

記入した申請書を以下まで送付してください。

◆窓口◆ 記入した申請書を以下まで提出してください。
海老名市役所２階 健康推進課

❏予約時間に遅れないよう御注意ください。
遅れると、接種ができない場合があります。

❏発熱のある方（体温が37.5度以上）や体調
不良の方は接種できません。

❏２週間以内に別の予防接種を受けた方は、
接種できません。

❏当日にやむを得ずキャンセルする場合は、
必ず予約をした医療機関等に連絡してくだ
さい。

❏持病のある方や通院中の方は、通院している
医療機関・担当医師に事前に御相談ください。

❏不織布マスクの着用に御協力をお願いします。

◆ワクチン接種の注意点◆
❏本人確認書類
運転免許証、
健康保険証等

❏エピペン
日常的に使用・
携帯している方

❏接種券 ❏予診票

❏お薬手帳
確認する場合
があります。

接種をしたことがある方
転入前の自治体が発行した接種済証
又は接種記録書等

❏⺟⼦健康手帳
小児接種の方

※接種をしたことがある方は、接種記録が分かる書類を添付してください。
※追加接種（３回目接種）の接種券は、２回目接種日からおおむね５か月経過後に発送します。
転入日時点で５か月が経過している方には、申請からおおむね２週間で発送します。

〜接種券発行申請方法〜 以下のいずれかの方法で申請してください。

https://vsys.mhlw.go.jp/application/3rd-inoculation.html


※12歳の誕生日に近い日付で接種を考えている方※

５歳から11歳の方に使用する小児用ワクチンと12歳以上の方に使用する一般成
人用ワクチンは、同じファイザー社製ワクチンであっても、濃度や容量等が異な
ります。
１回目に小児ワクチンを接種された方で、12歳を迎えた後に２回目を接種され

る場合は、２回目接種も小児ワクチンとなります。

対象
小児 接種日時点で５歳以上11歳以下の方
一般 接種日時点で12歳以上の方

接種

個別医療機関

予約

各医療機関に直接予約
（市役所・ワクチン接種専用ダイヤルでは受付できません。）
実施している医療機関は、市ホームページでご確認ください。
※一般と小児では、実施している医療機関が一部異なります。
また、予約方法は医療機関によって異なります。
詳細は、各医療機関にお問合せください。

〜問合せ先〜
海⽼名市新型コロナウイルスワクチン接種専⽤ダイヤル

TEL 0570-097-050 (⽉)〜(日) 9時〜17時（祝日を含む。）

初回接種（１・２回目接種）が未接種の方
【一般・小児】

追加接種（３回目接種）が未接種の方
【18歳以上の方】

対象 接種日時点で18歳以上の方で、２回目接種日から６か月が経過している方

接種

個別医療機関（ファイザー社製ワクチン使用）

予約

各医療機関に直接予約
（市役所・ワクチン接種専用ダイヤルでは受付できません。）
実施している医療機関は市ホームページをご確認ください。
予約受付方法は医療機関によって異なります。
詳細は、各医療機関にお問合せください。

集団接種（武田/モデルナ社製ワクチン使用）

予約 WEB又は市ワクチン接種専用ダイヤルに電話
詳しくは、市ホームページを御覧ください。

※ 使用しているワクチンは、国からの供給量により、途中で変更する場合があります。

※ 使用しているワクチンは、国からの供給量により、途中で変更する場合があります。


